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第 号

期

日

時

成
二
三
、

四
、
一
三

午
前
一

量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一

年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十

実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

区
域

防
府
市

検
査
の
期
日
、
場
所
等

地
改
良
区
清
算
人
の
届
出
（
農
村
整

畜
証
明
書
の
交
付
（
畜
産
振
興
課
）

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
（
都
市

告

口
県
告
示
第
八
十
四
号

目

次

示定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施
（
計

安
林
指
定
の
解
除
（
長
門
市
）
（
森

府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

間

〇
時
か
ら
正
午
ま
で

防
府

号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定

山
口
県
知

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

量
検
定
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…場

所

市
宮
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
よ
り
、
計
量
法
施
行
令
（
平

計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（金曜日）

平
成
二
三
、

五
、
一
一

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名

社
団
法
人
山
口
県
計
量
振

一

区
域

大
島
郡

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

〃

〃

〃

〃

〃

二
一

〃

〃

二
二

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十

実
施
す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期

〃

〃

〃

〃

〃

一
八

〃

〃

〃

〃

〃

一
九

〃

〃

〃

〃

〃

二
〇

〃

〃

〃

〃

〃

一
四

〃

〃

〃

〃

〃

一
五

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

称興
協
会時

間

一
時
三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
及

び
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三

〇
分
ま
で

〃五
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

検
査
の
期
間

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
二

時
三
〇
分
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
三
〇
分
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
午
前
一

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

分
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
一
時

三
〇
分
ま
で

一

周
防
大
島
町
自
然
休
養
村
管
理
セ

タ
ー

場

所

防
府
と
く
ぢ
農
業
協
同
組
合
大
道

所防
府
市
公
設
青
果
物
地
方
卸
売
市

防
府
市
公
会
堂

〃は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い

防
府
市
野
島
公
民
館

防
府
市
華
浦
学
習
等
供
用
会
館

防
府
市
右
田
公
民
館

防
府
市
新
田
学
習
等
供
用
会
館

防
府
市
中
関
公
民
館

防
府
市
大
字
台
道
三
五
八
五

防
府
市
小
野
公
民
館

防
府
市
大
字
富
海
一
二
五
八
の
一

防
府
と
く
ぢ
農
業
協
同
組
合
富
海

所防
府
市
牟
礼
公
民
館

防
府
市
向
島
公
民
館

ン 支場て 支

告

示
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〃〃〃〃〃

第 号

〃〃〃〃

〃

〃

午
前
一

び
午
後

で

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日
か

実
施
す
る
。

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の

平
成
二
十
三
年
七
月
四
日
か
ら
同

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

社
団
法
人
山
口
県
計
量
振
興
協
会

時
ま
で

〃

一
八

午
前
一

〃

〃

午
後
一

時
ま
で

〃

一
九

午
前
一

び
午
後

で

〃

二
〇

午
前
九

〇
時
三

ま
で

〃

〃

午
後
一

時
三
〇

〃

一
三

午
後
一

〃

一
六

〃

〃

〃

午
後
三

時
三
〇

〃

一
七

午
前
九

で
及
び

〃

〃

午
後
三

分
ま
で

〃

〃

午
後
四

分
ま
で

〃

一
二

午
前
九

で

〃

〃

午
前
一

一
時
か
ら
正
午
ま
で
及

一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

周
防

タ
ー

ら
同
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
は

期
間

月
二
十
九
日
ま
で

一
時
か
ら
正
午
ま
で

周
防
ン
タ

時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

周
防
ン
タ

一
時
か
ら
正
午
ま
で
及

一
時
か
ら
午
後
四
時
ま

周
防

時
三
〇
分
か
ら
午
前
一

〇
分
ま
で

周
防

時
三
〇
分
か
ら
午
後
二

分
ま
で

周
防

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

周
防

周
防

時
三
〇
分
か
ら
午
後
四

分
ま
で

大
島

五
八
周
防

時
三
〇
分
か
ら
正
午
ま

午
後
一
時
か
ら
午
後
三

周
防

時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

大
島

三
六

佐
連

時
か
ら
午
後
四
時
三
〇

大
島

四
八

旧
沖

時
か
ら
午
前
一
〇
時
ま

大
島

一
の
油
宇

〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

周
防

大
島
町
農
業
者
健
康
管
理
セ
ン

、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い

大
島
町
蒲
野
農
村
環
境
改
善
セ

ー大
島
町
沖
浦
農
村
環
境
改
善
セ

ー大
島
町
大
島
文
化
セ
ン
タ
ー

大
島
町
椋
野
公
民
館

大
島
町
役
場
和
田
出
張
所

大
島
町
役
場
日
良
居
出
張
所

大
島
町
役
場
白
木
出
張
所

郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
一
九

の
六
二

大
島
町
商
工
会
東
和
支
所

大
島
町
役
場
橘
総
合
支
所

郡
周
防
大
島
町
大
字
地
家
室
二

の
三

会
館

郡
周
防
大
島
町
大
字
沖
家
室
島

一家
室
小
学
校

郡
周
防
大
島
町
大
字
油
宇
八
一

一公
民
館

大
島
町
役
場
油
田
出
張
所

〃

〃

二
二

〃

〃

一
七

〃

〃

二
〇

〃

〃

二
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
五

〃

〃

〃

〃

〃

一
六

〃

〃

〃

〃

〃

九

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
三

〃

〃

〃

〃

〃

一
四

一

区
域

岩
国
市

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

平
成
二
三
、

六
、

八

〃

〃

〃

午
前
九
時
か
ら
午
前
一
〇
時
ま

で 午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

午
後
三
時
か
ら
午
後
四
時
三
〇

分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

午
後
四
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
四

時
三
〇
分
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
一
時
三
〇

分
ま
で

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

時

間

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

岩
国
市
高
根
出
張
所

岩
国
市
地
方
卸
売
市
場

岩
国
市
中
央
公
民
館

岩
国
市
美
和
保
健
セ
ン
タ
ー

美
和
西
部
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

岩
国
市
本
郷
総
合
支
所

岩
国
市
装
港
供
用
会
館

岩
国
市
柱
島
供
用
会
館

岩
国
市
通
津
二
五
六
七

山
口
東
農
業
協
同
組
合
通
津
支
所

岩
国
市
灘
供
用
会
館

岩
国
市
中
央
公
民
館
小
瀬
分
館

岩
国
市
川
下
供
用
会
館

岩
国
市
中
央
公
民
館
御
庄
分
館

岩
国
市
中
央
公
民
館
北
河
内
分
館

岩
国
市
中
央
公
民
館
南
河
内
分
館

岩
国
市
川
西
供
用
会
館

岩
国
市
平
田
供
用
会
館

岩
国
市
中
央
公
民
館
藤
河
分
館

場

所

岩
国
市
門
前
町
三
丁
目
一
六
番
一

号岩
国
市
農
業
協
同
組
合
愛
宕
支
所

岩
国
市
南
岩
国
町
三
丁
目
一
二
番

六
号
海
土
路
生
産
市
場 二

四一



平成

〃

年 月 日 金曜日

四一二
平

山 口 県

〃〃す
三

（定期）報

〃〃〃〃〃

第 号

〃〃〃〃〃

一
一
時

〃

〃

午
後
一

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

社
団
法
人
山
口
県
計
量
振
興
協
会

区
域

柳
井
市

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

時

成
二
三
、

七
、

一

午
前
一

で
及
び

時
ま
で

〃

二
九

午
前
一

ま
で
及

三
時
ま

〃

三
〇

〃

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
同

る
。

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期
検
査
の

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
同

〃

二
四

午
前
一

ま
で
及

三
時
ま

〃

二
七

午
前
一

一
一
時

〃

〃

午
後
一

分
ま
で

〃

〃

午
後
四

分
ま
で

〃

二
八

午
前
九

〃

〃

午
前
一

三
〇
分

〃

〃

午
後
一

〃

二
三

午
前
一

一
一
時

〃

〃

午
後
一

〃

〃

午
後
二

時
ま
で

三
〇
分
ま
で

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

柳
井

間

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

柳
井

午
後
一
時
か
ら
午
後
三

〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

び
午
後
一
時
か
ら
午
後

で

岩
国

〃

年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
山
口

期
間

月
三
十
一
日
ま
で

〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

び
午
後
一
時
か
ら
午
後

で

岩
国

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

三
〇
分
ま
で

岩
国

時
か
ら
午
後
三
時
三
〇

岩
国

時
か
ら
午
後
四
時
三
〇

岩
国

時
三
〇
分
か
ら
正
午
ま

岩
国

一
時
か
ら
午
前
一
一
時

ま
で

岩
国

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

錦
農

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

三
〇
分
ま
で

岩
国

時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

岩
国

時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

美
川

市
役
所
大
畠
出
張
所

場

所

市
柳
東
文
化
会
館

市
役
所

県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
実
施

市
玖
珂
総
合
支
所

市
米
川
出
張
所

市
周
東
保
健
セ
ン
タ
ー

市
祖
生
出
張
所

市
由
宇
公
民
館

市
深
須
出
張
所

村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

市
美
川
総
合
支
所

市
南
桑
出
張
所

林
業
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名

社
団
法
人
山
口
県
計
量
振

一

区
域

玖
珂
郡

二

検
査
の
期
日
、
場
所
等

期

日

平
成
二
三
、

七
、
二
二

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十

実
施
す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期

〃

〃

八

平
成
二
十
三
年
七
月
十
一

施
す
る
。

三

所
在
場
所
に
お
け
る
定
期

平
成
二
十
三
年
七
月
四
日

四

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名

社
団
法
人
山
口
県
計
量
振

〃

〃

〃

〃

〃

六

〃

〃

〃

〃

〃

七

〃

〃

四

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五

〃

〃

〃

か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

称興
協
会 時

間

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

分
ま
で

五
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

検
査
の
期
間

〃日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
は

検
査
の
期
間

か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

称興
協
会

分
ま
で

午
後
三
時
三
〇
分
か
ら
午
後
四

時
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で

午
前
一
〇
時
か
ら
午
前
一
〇
時

三
〇
分
ま
で

午
前
一
一
時
か
ら
正
午
ま
で

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
午
後
三

時
ま
で

午
前
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前

一
一
時
三
〇
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
〇

三

場

所

和
木
町
体
育
セ
ン
タ
ー

は
、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い

柳
井
市
役
所

、
山
口
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て

柳
井
市
役
所
阿
月
出
張
所

柳
井
市
役
所
平
郡
出
張
所

柳
井
市
役
所
平
郡
出
張
所
西
平
郡

絡
所

ア
ク
テ
ィ
ブ
や
な
い

柳
井
市
役
所
伊
陸
出
張
所

柳
井
市
役
所
日
積
出
張
所

柳
井
市
役
所
新
庄
出
張
所

柳
井
市
役
所
余
田
出
張
所

柳
井
市
役
所
伊
保
庄
出
張
所

て 実 連



平成 年 月 日 金曜日

二三四

山 口

山
都

計
画

一

（定期）県 報

一二三光
部

第 号

山
森

安
林

防
府
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平

事
業
地

防
府
市
東
松
崎
町
、
惣
社
町
及
び

口
県
告
示
第
八
十
六
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

施
行
者
の
名
称

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
油
谷
伊
上
字
大
江
一
七
三

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

解
除
の
理
由

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

口
県
告
示
第
八
十
五
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

・
四
十
松
崎
牟
礼
線

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

多
々
良
一
丁
目

第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

二
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森

す
る
。
）

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

。

山
口
県
知

で の
規
定
に
基
づ
き
、
防
府
都
市

事

二

井

関

成

に
限
る
。
）

林
整
備
課
及
び
長
門
市
経
済
観

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

〃
（
四
七
）
種
畜
証
明
書
の
交
付

次
の
家
畜
に
つ
き
、
家
畜
改

号
の
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
ま

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十

〃〃〃〃〃〃〃〃
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十

退
任
し
た
清
算
人

土
地
改
良
区
の
名
称

光
市
島
田
川
土
地
改
良
区

〃〃

公

（
四
六
）
土
地
改
良
区
の
清
算

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

田
中

貢

〃

〃

良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

し
た
。

五
日

山
口

山
本

錠
輔

〃

大
字
三

池
本

武
彦

〃

三
井
七

岡
村

通
夫

〃

大
字
三

石
川

宣
正

〃

上
島
田

吉
原

則
行

〃

島
田
五

石
丸

誠

〃

上
島
田

清
水

敏
彦

〃

大
字
立

西
岡

宏
道

〃

大
字
小

五
日

山
口

氏

名

住

小
田

典
和

光
市
大
字
浅

田
村

浩
昭

〃

〃

山
本

正
則

〃

中
村
町

告

人
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十

に
よ
り
、
土
地
改
良
区
か
ら
次
の

一
三
六
九

第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第

県
知
事

二

井

関

成

井
二
四
〇
五

丁
目
四
番
一
四
号

井
三
一
七

一
丁
目
二
番
三
号

丁
目
一
四
番
三
号

八
丁
目
一
番
一
五
号

野
一
三
四
八

周
防
二
七
二
七

県
知
事

二

井

関

成所

江
三一

七
〇
九

二
八
番
一
一
号

八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

と
お
り
清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

四

二 同の

公

告



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

一二三四

（定期）報

（
四萩

一
項

と
お

第 号

種番平
二
臨第
五

〃第
六

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

萩
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・

施
行
者
の
名
称

山
口
県

事
務
所
の
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

事
業
地
の
所
在

萩
市
大
字
平
安
古
町
字
平
安
古
地

八
）
萩
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施

都
市
計
画
道
路
事
業
に
つ
い
て
、

の
規
定
に
よ
る
告
示
（
平
成
二
十

り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

畜
証
明
書

号

名

二
山
口
県

号

生
美
英

（
全
和
〇
九
子
山
黒
一
二

七
四
九
〇
）

号

宝
阿
武
九
乃
四

（
全
和
〇
九
子
山
無
一
二

六
六
七
一
）

五
今
魚
店
金
谷
線

内 行都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

三
年
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第

山
口
県
知

前

品

種

生
年
月
日

産

四
六
五
〇
黒
毛
和
種
平
成
二
一
、

八
、
二
二
山

五
一
五
八
無
角
和
種
〃
四
、

一
〃

法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第

十
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の

事

二

井

関

成

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

口
県
一
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技

術
セ
ン
タ
ー

級
外
〃〃

五



平
成
二

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
印
刷

十
三
年
二
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


